
富 士 宮 市 相 談 支 援 従 事 者 研 修 参 加 費 補 助 金 交 付 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条   富 士 宮 市 は 、 市 内 に お け る 相 談 支 援 専 門 員 の 確 保 を 図 り 、 も っ

て 相 談 支 援 の 提 供 体 制 の 充 実 に 資 す る た め 、 相 談 支 援 従 事 者 研 修 参 加

費 を 負 担 す る 相 談 支 援 事 業 者 に 対 し 、 予 算 の 範 囲 内 で 補 助 金 を 交 付 す

る も の と し 、 そ の 交 付 に つ い て は 、 富 士 宮 市 補 助 金 交 付 規 則 （ 昭 和   

５ ９ 年 富 士 宮 市 規 則 第 ２ 号 。以 下「 規 則 」と い う 。）に 定 め る も の の ほ

か 、 こ の 要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条   こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ

当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 ⑴  相 談 支 援 専 門 員  障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援

す る た め の 法 律 に 基 づ く 指 定 計 画 相 談 支 援 の 事 業 の 人 員 及 び 運 営 に

関 す る 基 準 （ 平 成 ２ ４ 年 厚 生 労 働 省 令 第 ２ ８ 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 の 相

談 支 援 専 門 員 又 は 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 指 定 障 害 児 相 談 支 援 の 事 業 の

人 員 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成 ２ ４ 年 厚 生 労 働 省 令 第 ２ ９ 号 ） 第

３ 条 第 １ 項 の 相 談 支 援 専 門 員 を い う 。  

 ⑵  相 談 支 援  障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た

め の 法 律 （ 平 成 １ ７ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 。 以 下 「 障 害 者 総 合 支 援 法 」

と い う 。） 第 ５ 条 第 １ ９ 項 に 規 定 す る 計 画 相 談 支 援 又 は 児 童 福 祉 法

（ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ） 第 ６ 条 の ２ の ２ 第 ６ 項 に 規 定 す る 障

害 児 相 談 支 援 を い う 。  

 ⑶  相 談 支 援 事 業 者  障 害 者 総 合 支 援 法 第 ５ １ 条 の １ ７ 第 １ 項 第 １ 号

の 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 者 又 は 児 童 福 祉 法 第 ２ ４ 条 の ２ ６ 第 １ 項 第

１ 号 の 指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 者 で あ っ て 、 市 長 が 指 定 す る も の を

い う 。  

 ⑷  相 談 支 援 事 業 所  相 談 支 援 事 業 者 が 経 営 す る 市 内 の 障 害 者 総 合 支

援 法 第 ５ １ 条 の ２ ０ 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 相 談 支 援 事 業 所 又 は 児 童

福 祉 法 第 ２ ４ 条 の ２ ８ 第 １ 項 に 規 定 す る 障 害 児 相 談 支 援 事 業 所 を い

う 。  



 ⑸  相 談 支 援 従 事 者  相 談 支 援 事 業 者 に 直 接 雇 用 さ れ る 者 で あ っ て 、

相 談 支 援 事 業 所 で 相 談 支 援 に 係 る 業 務 に 従 事 す る も の を い う 。  

⑹  相 談 支 援 従 事 者 研 修  相 談 支 援 従 事 者 研 修 事 業 実 施 要 綱 （ 平 成  

１ ８ 年 ４ 月 ２ １ 日 障 発 第 ０ ４ ２ １ ０ ０ １ 号 厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局

障 害 保 健 福 祉 部 長 通 知 別 紙 ） ３ ⑴ 相 談 支 援 従 事 者 初 任 者 研 修 又 は ３

⑵ 相 談 支 援 従 事 者 現 任 研 修 を い う 。  

 ⑺  相 談 支 援 従 事 者 研 修 参 加 費  相 談 支 援 従 事 者 が 参 加 す る 相 談 支 援

従 事 者 研 修 の 参 加 に 要 す る 費 用 の う ち 、 教 材 費 、 交 通 費 等 を 除 い た

費 用 を い う 。  

（ 補 助 対 象 者 ）  

第 ３ 条  補 助 の 対 象 と な る 者 は 、 相 談 支 援 従 事 者 研 修 参 加 費 を 負 担 し た

相 談 支 援 事 業 者 で あ っ て 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の と す る 。  

⑴  本 市 に お け る 市 税 の 滞 納 が な い 者  

⑵  こ の 補 助 金 と 同 種 の 補 助 を 受 け て い な い 者  

（ 補 助 対 象 経 費 ）  

第 ４ 条  補 助 の 対 象 と な る 経 費（ 以 下「 補 助 対 象 経 費 」と い う 。）は 、相

談 支 援 従 事 者 研 修 参 加 費 （ 相 談 支 援 事 業 者 研 修 の 修 了 の 証 明 を 受 け た

場 合 に 限 る 。） と す る 。  

（ 補 助 金 の 額 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 額 は 、 補 助 対 象 経 費 の 合 計 額 に ２ 分 の １ を 乗 じ て 得 た

額 （ １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） と す る 。 た

だ し 、 当 該 合 計 額 が 、 相 談 支 援 従 事 者 研 修 に 参 加 し た 相 談 支 援 従 事 者

１ 人 当 た り の 補 助 対 象 経 費 を ３ 万 円 と し て 算 出 し た 合 計 額 （ 以 下 「 上

限 額 」 と い う 。） を 上 回 る 場 合 は 、 上 限 額 と す る 。  

 （ 実 績 報 告 ）  

第 ６ 条  規 則 第 １ ０ 条 の 規 定 に よ る 実 績 報 告 は 、 規 則 第 ３ 条 の 交 付 の 申

請 を も っ て な さ れ た も の と み な す 。  

 （ 交 付 の 確 定 ）  

第 ７ 条  規 則 第 １ １ 条 の 規 定 に よ る 交 付 確 定 は 、 規 則 第 ４ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ る 交 付 決 定 を も っ て な さ れ た も の と み な す 。  



 （ そ の 他 ）  

第 ８ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

   附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


